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研究成果の概要（和文）：本研究では，以下に掲げる成果を得ることができた。
(1)リース会計における使用権モデルの理論形成過程を整理・検討し，2本の論文を公表した。具体的には，代替
的処理方法の検討を通じて，使用権モデルが借手の財務弾力性の表示に資することが確認された。
(2)使用権モデルの応用可能性に関して研究を行い，2本の論文を公表した（うち1本は学術奨励賞受賞）。具体
的には，非営利組織会計の貸借対照表が財務弾力性を適正に表示しうると確認された。

研究成果の概要（英文）：In this research, I was able to achieve the following results:
(1)I examined in light of the theory of Right-of-Use model for lease accounting.Two papers are 
already published.In particular, I found that this model can serve the appropriate presentation of 
lessee's financial flexibility.
(2)I looked at the application potentiality of Right-of-Use model. Two papers are already published 
(One of them received an Encouragement Prize). In particular, I found that the balance sheets for 
non-profit organizations can present their financial flexibility appropriately. 

研究分野： 会計学

キーワード： リース会計　非営利組織会計　財務弾力性　オペレーティング・リース　セール・アンド・リースバッ
ク　残余価値　資本コスト　年金法

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究は，国際会計基準審議会（IASB）および米国財務会計基準審議会（FASB）において基準化された使用権モ
デルの理論形成過程を整理した上で，論理的整合性が図られていない会計処理方法を抽出し，その根拠を追究す
ることで，「企業の財務弾力性の程度を明らかにする」という情報ニーズを顕在化させたことに学術的意義があ
る。
しかし，この情報ニーズはIASBやFASBの公表文書で抽象的に記述されるに留まる。そこで，その具体的な表示方
法について既存の会計諸基準を前提に考察した点にも学術的意義がある。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

 国際会計基準審議会（IASB）と米国財務会計基準審議会（FASB）は，MoU プロジェクトの
一環として 2006 年にリース会計基準見直しのための共同プロジェクトを立ち上げ，継続的な審
議を重ねて使用権モデル（Right-of-Use (ROU) model）を開発してきた。 

 両審議会は，2009 年に討議資料「リース：予備的見解」，2010 年に公開草案「リース」およ
び 2013 年に再公開草案「リース」を公表してきた。しかし，重要論点で合意に至らず，最終的
に，IASB は 2016 年 1 月に単独で国際財務報告基準第 16 号「リース」（IFRS16）を公表し，
FASB はその一か月後に会計基準更新書（ASU）2016-02「リース（Topic842）」を公表し，会
計基準編纂集（ASC）842 に改訂した。 

 共同プロジェクトの審議においてたたき台としての役目を果たした G4+1 の公表文書（1996

年公表の Special Report「リースの会計処理：新たなアプローチの実行」および 2000 年公表の
Position Paper「リース：新たなアプローチの実行」）も含めると，両審議会は，およそ 20 年に
わたり使用権モデルを開発してきたことになる。 

 以上，本研究の開始当初年度に，長期にわたる使用権モデルの開発が最終局面を迎えたことに
より，申請時点における研究対象の状況が一変した――結局，両審議会はコンバージェンスに至
らず，謂わば，異なる使用権モデルを基準化するに至った。これを受け，当初年度以降，両審議
会の使用権モデルを規範的・記述的に比較分析する研究が徐々に見受けられるようになった。 

 

 

２．研究の目的 

 本研究の目的は，リース会計における(1)使用権モデルの認識・測定の構造的特徴および論理
的整合性を究明した上で，さらにリース会計の領域に留まることなく，(2)使用権モデルの手法
に見受けられる認識・測定の在り方の応用可能性を追究することにある。 

具体的には，本研究課題の申請時点で公表済の議事録・討議資料等において，使用権モデルの
利点として挙げられていた「財務弾力性（financial flexibility）の適正表示」という情報ニーズ
に着目した。そして，この情報ニーズを満たす機能が使用権モデルに内在するとの仮説を立て，
本研究課題に取り組んだ。財務弾力性という情報ニーズは，概念フレームワークや財務諸表表示
プロジェクト，さらには非営利組織会計に関する公表文書においても定義されている概念であ
り，「予期しない機会に対応できるように，キャッシュ・フローの金額・時期を変更する効率的
な行動をとる能力」をいう。 

なお，上記１に掲げたように，研究開始当初年度において研究対象の状況は一変したものの，
本研究の目的に変更はなく，申請時点から首尾一貫している。  

 

 

３．研究の方法 

(1) 使用権モデルの理論形成の検討 
本研究開始当初年度に使用権モデルが最終基準化されたことを受け，最新の動向を反映すべ

く，20年間に公表された使用権モデルに関する議事録・討議資料・公開草案・基準書を整理し，
その論理的整合性を検証するという，規範的・記述的研究方法に集中的に取り組んだ。加えて，
両審議会がリース会計と凡そ同時期に開発した概念フレームワークならびに収益認識に関する
公表資料も参照することで，リース資産・負債の認識・測定のロジックの変遷の背景を探ること
を試みた。ここで具体的に検討した主な論点として，以下の 2 点がある。 
 
① 借手のフロー計算上の費用認識 
両審議会がそれぞれ掲げる使用権モデルでは，原則としてすべてのリース取引について借手

は使用権資産とリース負債を認識する。つまり，借手のストック計算上の当初認識は共通してい
る。しかし，借手のフロー計算上の費用認識は相違する。IFRS16 では，原則としてすべてのリ
ース取引について償却費用と利息費用を区別して計上する。他方，ASC842 では，従来のオペレ
ーティング・リース取引の要件に合致するリース取引についてのみ，毎期定額で単一の費用項目
を計上する。なお，この相違点は，両審議会がコンバージェンスに至らなかった最たる要因と位
置付けられている。 
 
② 借手のセール・アンド・リースバック取引の売却損益の認識 
上記①のほか，両審議会で見解が割れた論点の一つとして，セール・アンド・リースバック取

引における借手の売却損益の繰延処理の是非がある。IFRS16では，（原資産から使用権相当額を
差し引いた）残余価値に係る売却損益を即時認識し，かつ，使用権に係る売却損益を繰り延べて
（減価償却を通じて）リース期間にわたり償却する。他方，ASC842では，（原資産を使用権相当
額と残余価値相当額に区分せずに）原資産全体に係る売却損益を即時認識する。 
 
(2) 使用権モデルの応用可能性の検討 
上記２で触れたように，本研究は，使用権モデルが（借手側において）財務弾力性の適正表示

という情報ニーズに資するとの仮説を立てている。この仮説に基づき，使用権モデルの応用可能
性を検討する素材として，財務弾力性概念の記述が見受けられる非営利組織会計を取り上げた。



ここで具体的に検討した主な論点は，以下のとおりである。 
 
非営利組織会計の純資産区分 
本研究の申請時点において，すでに日本公認会計士協会（JICPA）が研究報告 25号「非営利組

織の会計枠組み構築に向けて」を公表（2013 年）しており，また，本研究の開始当初年度（2015
年）には，FASBが公開草案「会計基準改訂に関する提案：非営利組織（Topic958）およびヘルス
ケア事業体（Topic954），非営利組織の財務諸表表示」を公表した。このように研究開始当初，
新たな非営利組織会計基準の在り方を巡る議論が高まりをみせていた。その主要論点の一つに
純資産の区分表示がある。JICPA は，純資産を非拘束・一時拘束・永久拘束の三つに区分する方
法を提案する。他方，FASB は，寄付者非拘束純資産と寄付者拘束純資産の二区分への改訂を提
案する。この提案は，一般正味財産と指定正味財産という二区分を導入する日本の公益法人会計
基準と類似する。 

JICPA と FASB では，純資産区分のうち，それぞれ非拘束純資産と寄付者非拘束純資産の区分
が財務弾力性の程度を示す指標として記述されている。 
 
 
４．研究成果 
 本研究の最終年度までに得られた具体的な成果は次のとおりである。 
 
(1) 使用権モデルの理論形成の検討 
① 借手のフロー計算上の費用認識 
 ASC842 における，定額かつ単一の費用項目の認識は，使用権資産を逓増償却する年金法の適
用を意味する。同様の逓増償却は 2013 年再公開草案でも提案されている。そこで，両者に加え
て議事録も参照し，逓増償却を正当化するロジックを整理・検討した。 
検討にあたり，2013 年再公開草案で逓増償却が適用される「借手が原資産をほぼ消費しない

リース」すなわち「残余価値が大きいリース」については，残余価値に係る資本コスト相当額が
資産化される点に着目した。その結果，逓増償却は，残余価値の資本コストという利息要素の償
却パターンと解すれば，論理的妥当性を有すると結論した。さらに，この償却パターンは，伝統
的な年金法概念とも整合的である旨を説明した（雑誌論文①）。 
 
② 借手のセール・アンド・リースバック取引の売却損益の認識 
 IFRS16 における，残余価値に係る売却損益の即時認識は，リースバック部分に関して「使用
権のみを留保し，残余価値を売却する取引」として描写するため，残余価値相当額の投資の非継
続性を表現すると指摘した。ここで，Donaldson(1969)の「セール・アンド・リースバック取引
が借手の財務弾力性を高める」という見解に照らすと，残余価値に係る売却損益の即時認識は，
リース取引を「借手が残余価値を所有しない――すなわち，残余価値相当額の投資を回避（非拘
束化）する」ことで「財務弾力性を取得する取引」と解釈できると結論した（雑誌論文②）。 
 
以上より，使用権モデルから演繹される処理が複数存在する理由として，リース取引を「使用

権を購入（取得）する取引」と捉える分析視角だけではなく，「財務弾力性を取得する取引」と
捉える分析視角が存在することを指摘した（雑誌論文②）。そして，借手が財務弾力性を取得す
る見返りとして，残余価値の資本コストを負担することに言及した（雑誌論文①）。 
 
(2) 使用権モデルの応用可能性の検討 
非営利組織会計の純資産区分 
まず，具体的検討に先立ち，非営利組織会計の概念フレームワークおよび Donaldson（1969）

等を参照して，財務弾力性の評価には，資産と純資産の両面から，資金が投下されている資産の
拘束性に関する情報が必要視されると説明した。その上で，JICPA および FASB がそれぞれ提案
した純資産区分の表示を検討した。とくに一時拘束区分と自己拘束区分を画するには，純資産情
報のみならず，資産情報も必要となる点が確認された。そして，公益法人会計基準では，純資産
（正味財産）と資産を対応させることによって，永久拘束・一時拘束・自己拘束・非拘束の 4つ
に区分でき，さらに自己拘束の区分は，資産情報（現在の拘束資金を将来において非拘束化する
可能性）に基づき 2 つに区分できる。その結果，非拘束区分および自己拘束区分の一部につい
て，財務弾力性の源泉として明示することができる（雑誌論文③）。 
 
 非営利組織会計では，資金をその拘束の程度に基づいて資産側で適正に区分表示し，その区分
表示が財務弾力性の適正表示に役立つ，という結論が導出される（雑誌論文③）。とすると，使
用権モデルが財務弾力性の適正表示に資する要因として，資金の拘束性の程度を資産側で描写
する機能を挙げることができる。この機能は，使用権モデルの応用可能性を示唆するものと考え
る。 
 
（引用文献） 
Donaldson, Gordon, Strategy for Financial Mobility, Richard D. Irwin, 1969. 
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